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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1. 監査の対象  産業建設部 用地管理課 

 

① 監 査 の 期 間   令和 4年 12月  1日から 

令和 4年 12月 28日まで 

 

② 日 程 及 び 実 施 場 所 

概 要 聴 取   令和 4年 11月 25日（監査委員事務局） 

備 品 検 査   令和 4年 12月 20日（用地管理課執務室） 

監 査 講 評   令和 5年  1月 13日（監査委員事務局） 

 

 

2. 監査の方法 

今回の定期監査は、令和 4年度(令和 4年 10月末日現在)における用地管理課の所管

に係る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

3. 監査の着眼点 

① 前回の指摘・注意助言事項の検討・改善が行われているか。 

② 予算執行、収入、支出及び財産の管理等の事務は適切かつ効率的に行われてい

るか。 

③ 事務事業の執行にあたっては、住民の福祉の増進、市民負担の軽減、市民サー

ビスの向上に努めているか。 

④ 事務事業の執行が法令、条例、規則、予算及び議決等に基づきなされているか。 

⑤ 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。 



⑥ リスク管理（チェック体制）の整理は適切に行われているか。また、その体制

は有効に運用されているか。 

⑦ 現金の管理は適切になされているか。 

⑧ その他特に必要な事項 

 

4. 監査の結果 

指摘事項 

 

起案文書等において、文書管理システムで同一件名となる場合は番号や期間を付すな

ど、文書検索が容易になるように心がけられたい。また、電子化に適さないと認められ

る紙文書を回覧する際は、文書管理システムから出力した送付票の添付を必要とするが、

文書管理事務マニュアル等の共有を図り、文書規程に則った処理をされたい。 

指摘項目 指摘の内容 指摘の根拠 監査委員意見 

道路占用許可
について 

道路占用許可の期
間が終了し、継続し
て道路占用許可申請
を受けようとする者
に対して、申請書の
提出を省略し継続し
て道路占用許可を行
っている。 

道路法第32条第1項 
道路に次の各号のいずれかに

掲げる工作物、物件又は施設を設
け、継続して道路を使用しようと
する場合においては、道路管理者
の許可を受けなければならない。 
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差
出箱、公衆電話所、広告塔その他
これらに類する工作物 
二 水管、下水道管、ガス管その
他これらに類する物件 

（以下省略） 
同条第2項 

前項の許可を受けようとする者
は、左の各号に掲げる事項を記載
した申請書を道路管理者に提出し
なければならない。 
一 道路の占用(道路に前項各号の
一に掲げる工作物、物件又は施設を
設け、継続して道路を使用すること
をいう。以下同じ。)の目的 
二 道路の占用の期間 

（以下省略） 

直方市道路占用料条
例、直方市道路占用料
条例施行規則は、上位
法である道路法の規定
に基づき、道路の占用
許可を受けた者から
徴収する占用料の額
及び徴収方法等を定
めたものである。上位
法に沿った適正な手続
きをされたい。 

財務事務につ
いて 

道路台帳等のコピー
代の事務処理において、
利用者からその都度代
金を徴収しているが、指
定金融機関への納入は
毎月月末に行っている。 

直方市財務規則第44条第1項 
現金取扱員は、収納した現金を即日現

金領収帳及び収納金払込書（様式第 14

号）により指定金融機関又は収納代理金
融機関に払い込まなければならない。 

同条第2項 
前項に規定する即日払い込みができ

ない場合は、会計担当課内金庫に一時保
管し、翌日（当日が指定金融機関及び収
納代理金融機関の休業日であるときは、
その翌日）正午までに指定金融機関又は
収納代理金融機関に払い込まなければ
ならない。ただし、会計担当課内金庫に
一時保管できない場合は、自己の責任に
おいて最善の方法により保管しなけれ
ばならない。 

現金を受領したときは
遅くとも翌日正午までに
納入することが定められ
ていることから、規定に
沿った正しい事務処理を
されたい。 



コピー用紙の供給量が昨年同時期に比してほぼ同量となっている。紙の事績の保管を

最小限にするなど、ペーパーレス化に努め、ＤＸを推進されたい。 

注意・助言等の内容を確認し適正な事務処理を行うとともに、財務事務の執行と併せ

て、法令、条例、規則に基づき万全を期されるように望むものである。 

 


